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法人コンサルティング部 

会社法務・コーポレートガバナンス 

コンサルティング室 

2024年 1月 30日 No.214 

証券代行ニュース No.214 では、トピックスとして「令和 6 年能登半島地震に係る株主総会準備

上の留意点」を、特集として「金融庁『記述情報の開示の好事例集 2023』（サステナビリティに関

する考え方及び取組の開示）の公表」をお伝えします。 

ニュース 

1/15（月） 

東証「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧

表を公表 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20240115-01.html 

1/17（水） 

東証「市場区分見直しに関するフォローアップ会議」の開催（プライム市場における

英文開示拡充の方針（案）等） 

https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/index.html 

トピックス  

令和 6年能登半島地震に係る株主総会準備上の留意点 

 本トピックスでは、令和 6年能登半島地震の発生を踏まえた株主総会準備における留意点の例をご紹

介します。各社の状況、東日本大震災や熊本地震における自社の対応経緯も踏まえ、対応をご検討

いただく際の参考としていただければと存じます。 

 

招集通知の 

記載 

冒頭などに「このたびの令和 6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお

見舞い申し上げます」といったお見舞いの文言を追記することが考えられます。 

当日運営 シナリオ 総会冒頭でのお見舞い文言の追加のほか、来場株主の不安を考慮

し、会場の安全性に関する説明や、非常時は議長（会場係）の指

示に従う旨の説明等を追加することが考えられます。 

また、有事対応シナリオを準備しておくことも考えられます。 

会場運営 建物の耐震性や避難経路を確認し、避難誘導時の人員配置等を確

認しておくことが考えられます。 

ビジュアル化を実施している場合、開会前に地震発生時のご案内

（避難経路等）をスクリーン投影すること等が考えられます。 

参加機会の 

拡大に 

向けた対応 

株主総会への来場が困難な方（被災地域にお住まいの方）の株主

総会への参加機会を拡大するため、事前質問やライブ配信等の取

組みを検討することも考えられます。 

想定問答 東日本大震災や熊本地震後の株主総会における震災関連の質問として、次のよう

なものが挙げられます。各社の状況を踏まえ、適切な想定問答を用意しておくこ

とが望まれます。 

【質問の例】 

被災による業績への影響／被災状況／危機管理体制／ 

BCP対策／過去の震災の教訓をどう活かすか／義援金・寄付金／ 

災害時の支援活動について／震災復興（復旧）への取組み 等 

 

なお、今般の地震の影響に伴い、やむを得ない理由により有価証券報告書等を期限までに提出

できない場合の取扱いについては、金融庁より次の URLのとおり案内がなされております。 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240105/20240105.html 
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特集 

金融庁「記述情報の開示の好事例集 2023」（サステナビリティに関する考え方及び取組の開

示）の公表 

金融庁は、12 月 27 日、「記述情報の開示の好事例集 2023」（サステナビリティに関する考え方及び取

組の開示）（以下「本好事例集」）を公表しました。 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20231227.html 

金融庁は、記述情報の開示の充実化に向け、定期的に好事例集を更新しています。今回公表された本

好事例集は、2023 年 1月の企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を受けて有価証券報告書に記載さ

れることとなった「サステナビリティに関する考え方及び取組」に関する記載の好事例を取り上げてい

ます。また、「投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント」や「好事例として採り上

げた企業の主な取組み」を掲載しています。 

本稿では、本好事例集に掲載された好事例、「投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポ

イント」、「好事例として採り上げた企業の主な取組み」の一部をご紹介します。 

 

1． 「全般的要求事項」について 

「投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「掲載されている好事例（古河電気工業）」 

 

✓ サステナビリティ開示に関しては、まずサステナビリティ全般から説明するとサマ

リーとしてわかりやすく有用 

✓ 企業の全体戦略とサステナビリティの関わりについて開示することは有用 

✓ マテリアリティの特定において 2軸での整理をする場合、その会社にとって特に重要

な項目は何なのかが明確になるよう、重要度の最も高い象限に項目を集中させ過ぎ

ないことが有用 

✓ 4つの枠組みのうち、最も重要なものはガバナンスとリスク管理である。ガバナンス

においては、 

①全般的なガバナンス体制が開示されていると、サステナビリティをどの程度重要視 

 しているかが読み取れるため有用 

②取締役会がどのように経営陣を監督しているかに加え、実効性に関する評価につ 

 いて開示することが有用。具体的には、監督を行うスキルやコンピテンシーがあ 

 るか、取締役会でどのような議論が行われているか、経営者をどのように評価し 

 ているかを記載すること等が挙げられる 

投資家等 

（出所）本好事例集 1-6 

好事例として着目したポイント 

（１）収益機会の観点とリスクの観点からマテリ

アリティを特定し、SDGsの項目と関連付け

て端的に記載 

（２）マテリアリティ特定のプロセスを具体的に

記載するとともに、重点項目を「株主・投

資家にとっての重要度」と「ビジョン 2030

達成にとっての重要度」の 2軸で整理した

マテリアリティマップを図示 
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「好事例として採り上げた企業の主な取組み（古河電気工業）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2． 「気候変動関連等」について 

「投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「掲載されている好事例（デンソー）」 

 

＜経緯や問題意識＞ 

2018年 11月から、古河電工グループビジョン 2030の策定やマテリアリティの特定に

関する議論を開始し、その後も経営会議や取締役会で議論を重ねた。また、このような

サステナビリティに関する議論を集約し実行の質・スピードを高めるための社長を委員

長とするサステナビリティ委員会を設置し、そこで議論した内容を経営会議や取締役会

でさらに議論を深める体制と仕組みを整えてきた 

 

＜プロセスの工夫等＞ 

実績値の収集、確定に時間を要する環境データについては、一定の精度を確保した見込

値を有価証券報告書で開示し、確定値を統合報告書で開示するという棲み分けとした 

✓ TCFD においても Scope3 が求められており、開示がない場合には「開示に消極的で 

劣後している」と見られるため、Scope3についても開示することが有用 

✓ 気候変動の開示においては、Scope3 の開示に加えて、シナリオ分析を行うにあたって

の前提条件や想定期間の明示、機会とリスクの事業インパクト、目標値の 5 つの開示

が重要な要素になる 

✓ シナリオ分析においては、自社に関係のある情報をシナリオに反映することにより、

分析の過程や結果が分かりやすく納得感のあるものになるため有用 

✓ シナリオ分析等において、データソースを開示することは有用 

✓ 生物多様性や水資源等は、TCFD の次の重要なテーマであり、積極的に開示していく

ことは有用 

✓ 自然資本を使っている業界にとっては、気候変動、水リスクや生物多様性等の自然 

資本は相互に関連しているため、３つのリスクを同時に開示することが有用 

投資家等 

（出所）本好事例集 2-11 

好事例として着目したポイント 

（１）シナリオ分析の概要を端的に記載 

（２）・主なリスク・機会の項目ごとに時

間軸、影響、主要な財務上の潜在

的影響、対応策について具体的に

記載 

・財務影響、当年度の対応費用は暫

定値で定量的に記載するととも

に、確定値は統合報告書で記載す

る旨を記載 
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「好事例として採り上げた企業の主な取組み（デンソー）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「掲載されている好事例（キリンホールディングス）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「好事例として採り上げた企業の主な取組み（キリンホールディングス）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

＜プロセスの工夫等＞ 

・他社事例を参考にしながら出来るところから開示を始め、徐々に開示範囲の拡大を 

図ってきた 

・財務影響と対応費用の定量情報については、有価証券報告書の開示時点では数字が 

確定出来ないものの、株主や投資家からの期待値の高い情報であることを踏まえて、

有価証券報告書には暫定値として開示した（その後、2023年 9月に公表した統合報告

書で確定値を開示） 

 

＜統合報告書等との棲み分け＞ 

・有価証券報告書では TCFDの主要な情報を開示している（株主や投資家から期待が 

高い定量情報は暫定値で開示） 

・統合報告書では TCFDのフル情報を開示している（定量情報は確定値を開示） 

 

好事例として着目したポイント 

自然資本への対応として、TNFDに準拠

した開示、目標設定に関する取組みにつ

いて端的に記載 

（出所）本好事例集 2-35 

＜経緯や問題意識＞ 

・開示をステークホルダーとの対話手段と考え、以前から新たなルールやフレーム 

ワークを積極的に試行する等、先行開示の取組みを行ってきた 

・気候変動とその他の環境課題に対して統合的なアプローチで取り組むことを重視する 

ため、TCFDに加えて TNFDのフレームを用いることで、当社の取組みをより正確に

説明することが出来ると分かり、今回の開示に至った 

 

＜統合報告書等との棲み分け＞ 

・有価証券報告書では、重要性の高いメッセージやより伝えたいことに絞り込んだ 

・気候変動にかかる投資計画については、他媒体と比較し、財務との関連性をより分か

りやすく記載することを意識し、環境投資指標における NPV（Net Present Value）の 

使用や投資判断における ICP（Internal Carbon Pricing）導入と実績・計画について定量

的に記載した 

 


